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一般社団法人
石川県建築士事務所協会会員　各位

石川県農林水産部森林管理課
森林資源利活用グループ　中島

民間非住宅建築物への県産材利用促進対策に関するアンケートのお願い


日頃より、石川県の森林・林業・木材産業行政に御理解、御協力いただきまして、ありがとうございます。石川県森林管理課で県産材利用促進を担当する中島と申します。
県では、民間施設の木材利用を促進していくため、民間非住宅施設に対する助成制度の見直しを検討しているところです。
つきましては、検討を進める上で、参考にさせていただくため、建築士事務所協会の会員の方々へのアンケートをお願いしたく、ご案内いたしました。　
年末の忙しいところ大変恐縮ではありますが、下記設問について、ご回答をお願いいたします。

設問１：住宅以外の店舗や事業所等の年間設計棟数を教えて下さい。
回答１：　　　棟

設問２：そのうち、非木造（RC、S造等）の設計棟数を教えて下さい
回答２：　　　棟

[bookmark: _GoBack]設問３：　県では木材利用が低位な民間施設に対して、「非木造」を「木造」に転換し、県産材の利用促進を進めたいと考えています。現在の助成制度は、「モデル事業」として審査会を経て助成対象を決定し、県産材使用部分の設計費と木工事費を支援しています。
今後の検討の一つとして、助成する案件を審査会ではなく、設定要件を満たしたものを随時採択する方法が考えられます（予算の範囲）。
　　　　　　このような制度であれば、施主に対し、【非木造】を【木造】に提案することは可能でしょうか、また提案できるとすれば想定する件数を教えて下さい。　
また、施主に提案するためには、どのような支援内容（助成額等）や支援条件（延床や県産材使用量）が望ましいか合わせてお聞かせ下さい。
　　　　　【考えられる助成要件（他県例参照）】
・　主要構造材の1/2以上に県産材を使用することで、木工事費（材料・施工費）の1/2を上限200万円まで支援（延床500m2以上の場合は上限500万円）
　・　延床100m2毎に木工事費の1/2を上限100万円まで支援（200m2→200万円、300m2→300万円、、）
　・　見える箇所に県産材を使用し、PRに努める等

回答３：

次ページに続く
設問４：既存建物（もしくは非木造新築物件）についての内装木質化の年間設計件数を教えて下さい。
回答４：　　　件

設問５：非住宅建築物への木造・木質化支援制度について、その他ご意見等ございましたらお聞かせください
回答５：

期間が短く、申し訳ありませんができれば12月22日（水）までにメール若しくはfaxで回答いただけるとありがたいです。（期限を過ぎましても、いただいた回答は貴重なご意見として参考にさせていただきますので、どうぞご協力をお願いいたします）

メール返信先・問い合わせ先
石川県森林管理課　　森林資源利活用グループ　中島　健太郎（ナカジマ　ケンタロウ）
回答の返信先：nakaji@pref.ishikawa.lg.jp	
920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
Tel: 076-225-1643（直通）、Fax: 076-225-1645
